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第２９回足利市農業委員会議事録 

 

足利市農業委員会会長 三田隆俊は、令和元年１０月２５日、午前９時３０分、農業委

員を足利市役所に召集し、第２９回足利市農業委員会を開催した。 

 

１ 出席した委員は、次のとおりである。 

議席

番号 
氏  名 

議席

番号 
氏  名 

議席

番号 
氏  名 

  １ 小山 勉   ２ 三田照子   ３ 三田隆俊 

  ４ 藤生正浩   ５ 森山進平   ６ 遠藤茂太 

  ７ 河内義昭   ８ 星野雅彦  ９ 長谷川良光 

１０ 亀田幸雄 １１ 仙田光男 １２ 桐生さとみ 

１３ 清水 茂 １４ 赤坂安一 １５ 本島一喜 

 

１ 出席した農地利用最適化推進委員は次のとおりである。 

大塚文夫、蓼沼克夫、久保信雄、長竹武男、仁木 肇、尾崎文一、嶋田重雄、 

柏瀬正雄、入江泰三、萩原晴夫、齋藤 幹、岡村奏一、平塚和弘、石川弘幸、 

小林重雄 

１ 出席した職員は、次のとおりである。 

局長 斉藤正巳、次長 川田和之、主幹 足立 純、主査 須釜和彦、主査 齋藤玲子 

１ 書記は、次のとおりである。 

主査 本田未央子 

１ 会議事件は、次のとおりである。 

(議事日程のとおり) 

１ 会議の概要は次のとおりである。 

局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

報告いたします。ただいまの出席委員は１５名全員であります。 

なお、推進委員の出席は１５名です。 

本日の議事日程について報告いたします。 

日程第１ 議事録署名委員の決定について 

日程第２ 農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局長専 

決処理について 

日程第３ 議案第１号及び議案第２号について 

議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 

以上であります。 

ただいま局長から報告のあったとおり、出席委員１５名で定足数に達して

おりますので、これより第２９回足利市農業委員会総会を開会いたします。 
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議長 

次長 

議長 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

 

主査 

 

 

【午前９時３５分 開会】 

報告事項について、次長より報告いたさせます。 

【事業概要報告】 

次長から報告がありましたが、ご意見はございますか。 

【意見なし】 

それでは日程に入ります。 

日程第１ 議事録署名委員の決定についてを議題といたします。 

議事録署名委員は、議長において指名することにご異議ございませんか。 

【異議なし】 

異議なしと認め、よって議事録署名委員は議長において指名いたします。 

７番 河内義昭委員、９番 長谷川良光委員を指名いたします。 

ご異議ございませんか。 

【異議なし】 

異議なしと認め、議事録署名委員は両名と決定いたしました。 

続いて日程第２ 農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局

長専決処理について、事務局からの報告を求めます。 

議案書の１ページをお開き下さい。 

農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局長専決処理につい

て、ご報告させていただきます。１ページの総括表に基づきましてご報告いた

します。 

まず始めに、農地法第４条の届出ですが、件数が２件、筆数が２筆、面積が

２，３２５㎡となっております。 

続きまして、農地法第５条の届出ですが、件数が２０件、筆数が３１筆、面

積が１２，９０１．７２㎡となっております。 

合計いたしまして、件数が２２件、筆数が３３筆、面積が１５，２２６.７２

㎡となっております。 

また、詳細につきましては、第４条の届出が２ページに、第５条の届出が３

ページから７ページに記載されております。 

以上報告いたします。 

ただいま、事務局から報告致しましたが、ご質問はございませんか。 

【質問なし】 

それでは、専決処理についてご了承願います。 

続いて日程第３に入ります。 

議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請についてを議題と

いたします。 

事務局の説明を求めます。 

議案書の８ページをお開きください。 

第１号議案、農地法第５条第１項の規定による許可申請について、ご説明い

たします。 
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１番、申請地は川崎町地内の畑、面積４０１㎡、施設の概要は一般住宅１棟

で、延床面積１１５．７２㎡を建築するものです。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は使用貸借権の設定、農地区分は第１

種農地、備考としまして都市計画法第３４条１１号、基準を満たす道路に接す

る住宅、農地法施行令１０－２、農業の振興に資する施設 住宅です。 

なお、渡人は祖母、受人は孫となっております。 

議案書の２３ページをご覧ください。１番の調査書となっております。調査

書は、各項目とも適正なものと判断されております。次ページから位置図、公

図を載せてございます。 

議案書８ページにお戻りください。 

２番、申請地は稲岡町地内の畑、面積４４２㎡ほか３筆、計８３０．５６㎡、

施設の概要は駐車場用地です。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２

種農地、備考としまして都市計画法適用外、農地法５－２－２、他に代替する

土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の２５ページをご覧ください。２番の調査書となってお

ります。調査書は各項目とも適正なものと判断されております。次ページから

位置図、公図、土地利用計画図を載せてあります。 

議案書の８ページにお戻りください。 

続きまして３番、申請地は寺岡町地内の畑、１，５８６㎡ほか２筆、計１，８５６

㎡、施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光パネル４４０枚を７３４．８

㎡に設置するものです。 

申請理由は、記載のとおりで、契約内容は、所有権移転の売買、農地区分は

第２種農地、備考としまして都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例確

認済、農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

こちらの調査書は、２７ページとなっております。調査書は各項目とも適正

なものと判断されております。次ページから位置図、公図、土地利用計画図を

載せてあります。 

議案書９ページをお開きください。 

４番、申請地は寺岡町地内の畑、面積３０６㎡です。施設の概要は太陽光発

電設備用地で、太陽光パネル１４４枚を２４０．４８㎡に設置するものです。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は、地上権の設定、農地区分は第２種

農地、備考としまして都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例確認済、

農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

４番の調査書は、３０ページとなっております。調査書は各項目とも適正な

ものと判断されております。次ページから位置図、公図、土地利用計画図を載

せてあります。 

では議案書の９ページにお戻りください。 

５番、申請地は寺岡町地内の畑、面積５０５㎡です。施設の概要は太陽光発
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電設備用地で、太陽光パネル１６０枚を２６７．２㎡に設置するものです。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２

種農地、備考としまして都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例確認

済、農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

こちらの調査書は、３３ページとなっております。調査書は各項目とも適正

なものと判断されております。次ページから位置図、公図、土地利用計画図を

載せてあります。 

議案書９ページにお戻りください。 

６番、申請地は寺岡町地内の畑、面積７４３㎡です。施設の概要は太陽光発

電設備用地で、太陽光パネル２２８枚を３８０．７６㎡に設置するものです。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２

種農地、備考としまして都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例確認

済、農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

６番の調査書は、３６ページとなっております。調査書は各項目とも適正な

ものと判断されております。次ページから位置図、公図、土地利用計画図を載

せてございます。 

議案書９ページにお戻りください。 

７番、申請地は松田町地内の田、面積１，００８㎡です。施設の概要は太陽

光発電設備用地で、太陽光パネル２３６枚を４６７．２８㎡に設置するもので

す。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２

種農地、備考としまして都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例確認

済、農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

こちらの調査書は、３９ページとなっております。調査書は各項目とも適正

なものと判断をされております。次ページから位置図、公図、土地利用計画図

を載せてあります。 

議案書９ページにお戻りください。 

８番、申請地は松田町地内の田、面積８７６㎡です。施設の概要は太陽光発

電設備用地で、太陽光パネル２２４枚を４４３．５２㎡に設置するものです。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２

種農地、備考としまして都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例確認

済、農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

こちらの調査書は、４２ページとなっております。調査書は各項目とも適正

なものと判断されております。次ページから位置図、公図、土地利用計画図を

載せてあります。 

議案書１０ページをお開きください。 

９番、申請地は松田町地内の田、面積１，４８４㎡です。施設の概要は太陽

光発電設備用地で、太陽光パネル２６０枚を５１４．８㎡に設置するもので

す。 
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申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２

種農地、備考としまして都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例確認

済、農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

９番の調査書は、４５ページとなっております。調査書は各項目とも適正な

ものと判断されております。次ページから位置図、公図、土地利用計画図を載

せてあります。 

議案書１０ページにお戻りください。 

１０番、申請地は松田町地内の田、面積１，７０９㎡です。施設の概要は太

陽光発電設備用地で、太陽光パネル３２０枚を６３３．６㎡に設置するもので

す。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２

種農地、備考としまして都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例確認

済、農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

１０番の調査書は、４８ページとなっております。調査書は各項目とも適正

なものと判断されております。次ページから位置図、公図、土地利用計画図を

載せてあります。 

議案書１０ページにお戻りください。 

１１番、申請地は松田町地内の田、面積９５５㎡です。施設の概要は太陽光

発電設備用地で、太陽光パネル２１６枚を４２７．６８㎡に設置するもので

す。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２

種農地、備考としまして都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例確認

済、農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

こちらの調査書は、５１ページとなっております。調査書は各項目とも適正

なものと判断されております。次ページから位置図、公図、土地利用計画図を

載せてあります。 

議案書１０ページにお戻りください。 

１２番、申請地は松田町地内の田、面積９１５㎡です。施設の概要は太陽光

発電設備用地で、太陽光パネル２００枚を３９６㎡に設置するものです。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２

種農地、備考としまして都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例確認

済、農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

こちらの調査書は、５４ページとなっております。調査書は各項目とも適正

なものと判断されております。次ページから位置図、公図、土地利用計画図を

載せてあります。 

議案書１０ページにお戻りください。 

１３番、申請地は松田町地内の田、面積１，６７２㎡ほか１筆、計２，００５

㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光パネル２８０枚を５５４．４㎡
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に設置するものです。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２

種農地、備考としまして都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例確認

済、農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

こちらの調査書は、５７ページとなっております。調査書は各項目とも適正 

なものと判断されております。次ページから位置図、公図、土地利用計画図

を載せてあります。 

議案書１１ページをお開きください。 

１４番、申請地は松田町地内の田、面積１，５７６㎡です。施設の概要は太

陽光発電設備用地で、太陽光パネル２９２枚を５７８．１６㎡に設置するもの

です。 

申請理由は、記載のとおりで、契約内容は、所有権移転の売買、農地区分は

第２種農地、備考としまして都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例確

認済、農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

こちらの調査書は、６０ページとなっております。調査書は各項目とも適正

なものと判断されております。次ページから位置図、公図、土地利用計画図を

載せてあります。 

議案書１１ページにお戻りください。 

１５番、申請地は羽刈町地内の田、面積４９９㎡です。施設の概要は一般

住宅１棟で、延床面積１４４．９㎡を建築するものです。 

申請理由は、記載のとおりで、契約内容は、使用貸借権の設定、農地区分は

第２種農地、備考としまして都市計画法第３４条１１号 基準を満たす道路

に接する住宅、農地法施行令１０－２、農業の振興に資する施設 住宅です。

なお、渡人は祖父、受人は孫です。 

議案書の６３ページをご覧ください。１５番の調査書となっております。調

査書は、各項目とも適正なものと判断されております。次ページから位置図、

公図を載せてあります。 

議案書１１ページにお戻りください。 

１６番、申請地は瑞穂野町地内の山林、現況畑、面積５９５㎡ほか２筆、計

１，１６３㎡です。施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光パネル２８８

枚を４７０㎡に設置するものです。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２

種農地、備考としまして都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例確認

済、農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

１６番の調査書は、６５ページとなっております。調査書は各項目とも適正

なものと判断されております。次ページから位置図、公図、土地利用計画図を

載せてあります。 

議案書１１ページにお戻りください。 

１７番、申請地は福富町地内の畑、面積１５３㎡、施設の概要は資材置場で
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す。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２

種農地、備考としまして都市計画法適用外、農地法５－２－２、他に代替する

土地の有無 無です。 

１７番の調査書は議案書の６８ページとなっております。調査書は、各項目

とも適正なものと判断されております。次ページから位置図、公図、土地利用

計画図を載せてあります 

以上、５条許可申請１７件です。よろしくご審議をお願いいたします。 

本件について、意見を求めます。 

小山委員。 

１番 小山です。 

申請番号３番ですが、公図を見ると接道がないようですが、土地利用計画図

を見ると出入り口の記載がありますが、どのような扱いにになっているので

しょうか。 

小山委員のご質問にお答えいたします。 

ご指摘の通り、公図を見ますと接道がございませんが、８月にこれに隣接す

る土地で太陽光発電設備用地として許可をしておりまして、そこを通らせて

いただいて、設置工事、メンテナンスを行うということで承諾書がついてござ

います。 

よろしいですか。 

はい。わかりました。 

他にございますか。それでは、本件を許可することにご異議ございません

か。 

【異議なし】 

異議なしと認め、議案第１号はそのように決定いたしました。 

続いて議案第２号 農用地利用集積計画の決定についてを議題といたしま

す。 

事務局の説明を求めます。 

議案書の１２ページをお開きください。 

議案第２号、農用地利用集積計画の決定について、ご説明いたします。令和

元年１０月３１日公告分であります。 

申し訳ございませんが、１５ページをお開きください。訂正がございますの

で申し上げます。 

申請番号６番の備考欄に、認定農業者を追記願います。 

更に１７ページの１７番、１８番の備考欄の認定新規就農者とありますが

期限は終了しておりますので削除をお願いいたします。申し訳ございません

でした。 

それでは改めまして、議案書の１３ページをご覧下さい。今回の議案の総括

表であります。所有権移転は４件で面積４，１９２㎡です。 
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続きまして貸借権設定が、１８件で面積５３，７７３㎡です。 

初めに貸借権設定についてですが、詳細が１４ページから１７ページに記

載されておりますのでご覧ください。 

続きまして、所有権移転についてですが、１８ページをお開きください。 

１番、申請地は百頭町地内の畑、面積２９６㎡ほか１筆、計５３４㎡で、売

買価格は総額で２５万円です。 

続きまして２番、申請地は小曽根町地内の田、面積１，５５３㎡で、売買価

格は４６万５千９００円です。 

続きまして３番、申請地は小曽根町地内の田、面積９４５㎡で、売買価格は

２８万３千５００円です。 

続きまして４番、申請地は高松町地内の田、面積１，１６０㎡で、売買価格

は３０万円です。 

いずれも、審議の後、承認をいただきましたら、１０月３１日付で公告の手

続きを行います。 

以上よろしくご審議をお願いいたします。 

本件は先に貸借権設定の１番を上程いたします。 

ここで、農業委員会等に関する法律、議事参与制限により、１４番 赤坂委

員の退席を求めます。 

【午前１０時１６分 退席】 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【異議なし】 

異議なしと認め、議案第２号 貸借権設定の１番はそのように決定いたし

ました。 

ここで、関連事案の審議が終了しましたので、赤坂委員の出席を求めます。 

【午前１０時１７分 出席】 

続いて、２番から１８番及び所有権移転を上程いたします。 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【異議なし】 

異議なしと認め、貸借権設定の２番から１８番及び所有権移転はそのよう

に決定いたしました。 

以上で本日の議案審議全部を終了いたしました。 

続いて、報告事項 非農地証明願の処理経過について、事務局の報告を求め

ます。 

議案書の１９ページをお開き下さい。 

報告事項、非農地証明願の処理経過について、ご説明いたします。 
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１番、申請地は松田町地内の畑、現況 宅地、面積９９㎡ほか１筆、計１８８

㎡です。 

願出の理由は、平成７年頃から宅地の一部として利用しているで、受付の日

付は令和元年９月１８日、処理の日付は同じく９月２５日です。現地確認は事

務局と森山委員で行っております。 

以上報告いたします。 

ただいま事務局より報告のあった本件について、ご意見はございませんか。 

【意見なし】 

それでは、ご了承願います。 

なお、議案末尾に事前協議申請の処理経過及び農地法第１８条第６項の規

定による通知について載せておきましたので、ご承知おきください。 

慎重なるご審議をいただき、ありがとうございました。 

以上で、第２９回足利市農業委員会を閉会いたします。 

【午前１０時２０分 閉会】 
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